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平
成
29
年
度
定
期
監
査
（
そ
の

１
）
を
実
施
し
た
結
果
の
概
要
を

次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

茂
原
市
監
査
委
員　

元
吉
敬
宇

茂
原
市
監
査
委
員　

金
坂
道
人

◆
監
査
の
対
象

・
総
務
部
＝
総
務
課
、
経
営
改
革

課
、
秘
書
広
報
課
、
職
員
課
、

管
財
課

・
企
画
財
政
部
＝
企
画
政
策
課
、

財
政
課
、
市
民
税
課
、
資
産
税

課
、
収
税
課

・
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
、
本

納
支
所
、
議
会
事
務
局
、
農
業

委
員
会
事
務
局
、
会
計
課
、
監

査
委
員
事
務
局

◆
監
査
の
期
間

平
成
29
年
９
月
19
日
か
ら
11
月

14
日
ま
で

◆
監
査
の
場
所　
茂
原
市
役
所

◆
監
査
の
方
法

監
査
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

各
所
管
の
財
務
に
関
す
る
事
務
事

業
が
効
果
的
、
経
済
的
に
執
行
さ

れ
て
い
る
か
。
住
民
の
福
祉
の
増

進
に
努
め
、
最
少
の
経
費
で
最
大

の
効
果
を
挙
げ
、
組
織
及
び
運
営

の
合
理
化
に
努
め
て
い
る
か
。

ま
た
、
前
回
の
指
摘
事
項
の
改

善
は
な
さ
れ
て
い
る
か
に
主
眼
を

置
き
、
提
出
さ
れ
た
資
料
・
関
係

諸
帳
簿
を
調
査
す
る
と
と
も
に
説

明
を
聴
取
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適

正
な
監
査
の
執
行
に
努
め
た
。

◆
監
査
の
結
果

計
画
さ
れ
た
事
務
事
業
は
ほ
ぼ

順
調
に
進
行
し
て
お
り
、
関
係
諸

帳
簿
も
お
お
む
ね
適
切
に
処
理
さ

れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

◆
所
見

事
務
事
業
の
執
行
状
況
に
関
す

る
所
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
の

で
、
検
討
の
う
え
一
層
適
切
に
事

務
事
業
が
執
行
さ
れ
る
よ
う
要
望

す
る
。

●
組
織
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、

市
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
、
社
会

情
勢
の
変
化
な
ど
に
対
応
す
る

た
め
、
部
局
の
枠
に
と
ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
業
務
遂
行
が
で
き

る
組
織
横
断
的
な
連
携
体
制
及

び
再
任
用
職
員
の
増
加
傾
向
に

伴
い
、
意
思
決
定
の
明
確
化
に

よ
る
事
務
処
理
の
迅
速
化
に
取

組
ま
れ
た
い
。

●
防
災
に
つ
い
て
は
、
避
難
等
の

情
報
発
信
を
的
確
に
行
う
と
共

に
、
市
民
が
日
頃
か
ら
気
象
情

報
に
関
心
を
持
ち
、
避
難
情
報

の
意
味
を
理
解
し
、
こ
ま
め
に

チ
ェ
ッ
ク
す
る
習
慣
を
身
に
着

け
ら
れ
る
よ
う
周
知
さ
れ
た

い
。
ま
た
、
防
災
行
政
無
線
の

デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
は
、
災

害
の
被
害
を
最
小
限
に
防
ぐ
た

め
、
早
期
に
難
聴
地
区
の
解
消

に
努
め
ら
れ
た
い
。

●
行
財
政
改
革
に
つ
い
て
は
、
茂
原

市
総
合
計
画
を
実
現
す
る
た
め

の
個
別
計
画
と
し
て
行
財
政
改

革
大
綱
第
７
次
実
施
計
画
が
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

具
体
的
取
組
み
項
目
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
成
果
と
今
後
の
課

題
を
踏
ま
え
、
事
務
の
合
理
化
、

効
率
化
へ
の
見
直
し
や
効
果
的

な
財
政
運
営
に
よ
っ
て
進
行
管

理
を
行
う
よ
う
取
組
ま
れ
た
い
。

●
職
員
の
資
質
向
上
に
つ
い
て

は
、
常
に
事
務
事
業
を
効
果

的
、
効
率
的
に
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
茂

原
市
職
員
人
材
育
成
基
本
方
針

に
基
づ
く
求
め
ら
れ
る
職
員

像
、
職
員
が
身
に
着
け
る
べ
き

能
力
に
つ
い
て
、
各
種
研
修
、

職
員
の
自
己
研
鑚
等
に
よ
り
、

十
分
発
揮
で
き
る
よ
う
な
育
成

に
努
め
ら
れ
た
い
。

●
ふ
る
さ
と
茂
原
ま
ち
づ
く
り
応

援
寄
附
推
進
に
つ
い
て
は
、
寄

附
者
へ
の
記
念
品
の
充
実
を
図

る
と
と
も
に
さ
ら
な
る
利
便
性

向
上
に
努
め
ら
れ
た
い
。

●
財
政
運
営
に
つ
い
て
は
、
総
合

計
画
に
お
け
る
将
来
都
市
像

「
ゆ
た
か
な
く
ら
し
を
は
ぐ
く
む

自
立
拠
点
都
市
も
ば
ら
」
の
実

現
の
た
め
、
人
口
減
少
や
急
速

な
少
子
高
齢
化
等
に
よ
る
社
会

経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、

安
定
か
つ
継
続
的
に
市
民
の
暮

ら
し
を
守
る
た
め
、
引
き
続
き

財
政
健
全
化
に
努
め
な
が
ら
、

歳
出
の
効
率
化
及
び
歳
入
確
保

を
図
り
、
選
択
と
集
中
に
よ
る

財
政
運
営
に
努
め
ら
れ
た
い
。

●
給
与
所
得
者
に
係
る
個
人
住
民

税
の
特
別
徴
収
に
つ
い
て
は
、

茂
原
市
の
特
別
徴
収
は
県
平
均

を
上
回
る
実
施
率
で
あ
る
が
、

ま
だ
未
実
施
率
が
14
・
5
％
で

あ
る
の
で
、
実
施
率
向
上
に
さ

ら
に
努
め
ら
れ
た
い
。

●
固
定
資
産
税
賦
課
事
務
に
つ
い

て
は
、
平
成
30
年
度
は
評
価
替

え
の
年
で
あ
り
、
国
土
交
通
省

が
発
表
し
た
平
成
29
年
７
月
１

日
時
点
の
地
価
調
査
に
つ
い
て

商
業
地
は
全
国
平
均
で
上
昇
し

た
も
の
の
、
茂
原
市
の
地
価
は

依
然
横
ば
い
で
あ
る
の
で
、
不

均
衡
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
、
国
の
動
向
な
ど
注
視
し

評
価
替
え
に
取
組
ま
れ
た
い
。

ま
た
、
税
負
担
の
公
平
性
の
観

点
か
ら
、
さ
ら
な
る
課
税
客
体

の
把
握
に
努
め
ら
れ
た
い
。

●
市
税
等
の
収
納
に
つ
い
て
は
、

税
及
び
税
以
外
の
未
収
金
の
縮

減
を
図
る
こ
と
は
、
市
民
負
担

の
公
平
性
の
観
点
か
ら
重
要
な

こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
収
納
率

向
上
に
向
け
、
差
押
な
ど
法
的

手
続
き
の
さ
ら
な
る
強
化
に
取

組
ま
れ
、
未
収
金
の
解
消
に
努

め
ら
れ
た
い
。

●
議
会
に
つ
い
て
は
、
議
会
基
本
条

例
が
施
行
さ
れ
１
年
半
が
経
過

し
た
こ
と
か
ら
、
条
例
の
目
的
が

達
成
さ
れ
て
い
る
か
適
宜
検
証

し
、
制
度
の
改
善
が
必
要
な
場
合

に
は
、
条
例
の
改
正
を
含
め
て
適

切
な
措
置
を
講
ず
る
（
条
例
第

24
条
）
な
ど
、
議
会
と
し
て
の
機

能
の
強
化
に
取
組
ま
れ
た
い
。

監
査
結
果
の

公
表�（
そ
の
１
）


